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内　　　容 種　別 申請先 所得税 消費税 措置法26条「医業収
入7000万円」の判定

❶ 感染拡大防止・医療提供体制確保
支援補助金

 診療所100万円・25万円など
補助金 国

都道府県
課税

（収入計上）
（雑収入）

不課税
※ 仕入税額控
除額に注意

カウントしない

❷ 発熱患者の外来診療・検査体制
確保事業実施医療機関支援事業

 （発熱外来補助金）
補助金 国

課税
（収入計上）
（雑収入）

不課税 カウントしない

❸持続化給付金 給付金 国
課税

（収入計上）
（雑収入）

不課税 カウントしない

❹家賃支援給付金 給付金 国
課税

（収入計上）
（雑収入）

不課税 カウントしない

❺雇用調整助成金 助成金 国
課税

（収入計上）
（雑収入）

不課税 カウントしない

税
理
士

清
家　
　

裕

経税部経税部
だよりだより

歯
科
医
院
の
確
定
申
告
と

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
対
応
各
種
支
援
金
の
税
務
・
会
計
処
理

　

支
援
金
の
収
入
の
計
上
時

期
は
、
❶
感
染
拡
大
防
止
・

医
療
提
供
体
制
確
保
支
援
補

助
金
（
以
下
、
感
染
拡
大
防

止
等
支
援
事
業
補
助
金
）
、

❷
発
熱
患
者
の
外
来
診
療
・

検
査
体
制
確
保
事
業
実
施
医

療
機
関
支
援
事
業
（
以
下
、

発
熱
外
来
補
助
金
）
、
❸
持

続
化
給
付
金
―
―
は
交
付
決

定
日
で
す
。
交
付
決
定
日
が

令
和
３
年
中
で
あ
れ
ば
、
令

和
３
年
分
の
雑
収
入
（
事
業

所
得
の
雑
収
入
、
以
下
同

じ
）
で
計
上
し
ま
す
。

　

❹
家
賃
支
援
給
付
金
は
、

支
給
対
象
と
な
る
家
賃
を
支

出
し
た
時
に
、
そ
の
年
分
の

雑
収
入
で
計
上
し
ま
す
。

　

❺
雇
用
調
整
助
成
金
は
、

事
前
に
休
業
等
計
画
届
を
提

出
し
て
い
る
が
年
末
ま
で
に

決
定
通
知
が
届
い
て
い
な
い

場
合
で
も
、
休
業
日
の
属
す

る
年
分
に
見
積
り
に
よ
り
雑

収
入
に
計
上
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
新
型
コ

ロ
ナ
の
特
例
措
置
で
事
前
の

休
業
等
計
画
届
の
提
出
は
不

要
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

収
入
計
上
時
期
は
、
原
則
と

し
て
交
付
決
定
日
の
属
す
る

年
分
と
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
事
前
の
休
業
等
計
画
届

提
出
は
不
要
で
あ
っ
て
も
、

交
付
申
請
を
行
っ
て
お
り
、

交
付
を
受
け
る
こ
と
の
確
実

性
が
認
め
ら
れ
て
給
与
が
発

生
し
た
日
の
属
す
る
年
分
で

雑
収
入
に
計
上
し
て
い
る
時

は
、
そ
の
処
理
は
認
め
ら
れ

ま
す
。

　

な
お
、
雑
収
入
は
措
置
法

26
条
適
用
上
の
医
業
収
入
上

限
額
に
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

　

感
染
拡
大
防
止
等
支
援
事

業
補
助
金
の
収
入
計
上
時
期

は
交
付
決
定
日
で
す
が
、
令

和
２
年
中
に
補
助
金
を
申
請

し
交
付
決
定
日
及
び
入
金
日

が
令
和
３
年
の
場
合
、
令
和

２
年
に
対
象
経
費
を
一
部
支

出
し
て
そ
の
分
の
補
助
金
を

令
和
２
年
で
雑
収
入
に
計
上

し
残
額
の
対
象
経
費
を
令
和

３
年
で
支
出
し
た
場
合
は
、

そ
の
分
に
対
応
す
る
残
額
の

　

資
料
１
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
各
種
支
援
金
は
消
費
税

が
課
税
さ
れ
な
い
不
課
税
で

す
。

　

な
お
、
感
染
拡
大
防
止
等

支
援
事
業
補
助
金
は
消
費
税

込
み
の
金
額
で
申
請
し
、
消

費
税
込
み
の
支
援
金
を
受
け

取
り
ま
す
。
消
費
税
を
原
則

課
税
で
申
告
・
納
税
し
て
い

る
課
税
事
業
者
は
、
支
援
金

の
対
象
に
な
る
費
用
に
係
る

消
費
税
を
仕
入
税
額
控
除
し

た
場
合
は
、
国
等
に
仕
入
税

額
控
除
し
た
消
費
税
を
返
還

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。「
消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る

仕
入
控
除
税
額
報
告
書
」

（
資
料
３
）
の
提
出
・
返
還

の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
簡
易
課
税
を
選
択

し
て
い
る
課
税
事
業
者
及
び

消
費
税
の
免
税
事
業
者
に
は

こ
の
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
資
料
３
の
「
２　

仕
入

控
除
税
額
（
要
国
庫
補
助
金

返
還
相
当
額
）
」
を
０
円
と

し
て
「
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
仕
入
控
除
税
額

報
告
書
」
を
提
出
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

問
９
―
２
「
助
成
金
等
の
収

入
計
上
時
期
の
取
扱
い
」

（
令
和
３
年
12
月
27
日
更

新
）
の
参
考
「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

関
連
し
て
交
付
さ
れ
る
特
定

の
経
費
を
補
填
す
る
た
め
の

助
成
金
等
の
税
務
処
理
に
つ

い
て
（
具
体
例
）」
を
参
考

に
し
て
く
だ
さ
い
。

補
助
金
を
令
和
３
年
で
雑
収

入
に
計
上
し
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
、
補
助
金
は
対
象
経
費

の
支
出
と
そ
れ
に
対
応
す
る

補
助
金
を
雑
収
入
に
計
上
す

る
時
期
を
同
一
年
分
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

な
お
、
補
助
金
で
取
得
価

額
が
10
万
円
以
上
の
固
定
資

産
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、

こ
の
補
助
金
の
収
入
は
総
収

入
金
額
不
算
入
の
取
り
扱
い

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
適
用
を

受
け
る
た
め
に
は
、「
国
庫

補
助
金
等
の
総
収
入
金
額
不

算
入
に
関
す
る
明
細
書
」

（
資
料
２
）
を
確
定
申
告
書

に
添
付
し
て
提
出
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
適
用
を
受
け

た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
対
応

す
る
補
助
金
は
雑
収
入
に
計

上
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
固
定
資
産
の

減
価
償
却
は
こ
れ
に
対
応
す

る
補
助
金
を
控
除
し
た
残
額

を
減
価
償
却
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る

「
圧
縮
記
帳
に
よ
る
減
価
償

却
」
で
す
。
こ
の
処
理
は
措

置
法
26
条
の
適
用
を
受
け
て

い
る
場
合
に
も
適
用
で
き
ま

す
。
資
料
２
の
記
載
例
は
、

補
助
金
の
確
定
通
知
が
令
和

３
年
中
に
あ
り
【
事
例
】
①

②
の
ケ
ー
ス
を
想
定
し
て
い

ま
す
。

　

補
助
金
に
つ
い
て
は
色
々

な
ケ
ー
ス
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
詳
し
く
は
国
税
庁
の

「
国
税
に
お
け
る
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
へ
の
対
応
と
申
告
や
納
税

な
ど
の
当
面
の
税
務
上
の
取

扱
い
に
関
す
る
Ｆ
Ａ
Ｑ
」

（
令
和
２
年
３
月
、
令
和
３

年
12
月
27
日
更
新
）
の
〈
所

得
税
に
関
す
る
取
扱
い
〉
の

　

資
料
１
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
こ
れ
ら
の
各
種
支
援
金

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
拡
大
す
る
中
で
、
国

民
生
活
や
事
業
経
営
に
大
き
な
被
害
が
発
生
し
て
い
ま

す
。
そ
の
被
害
救
済
の
た
め
に
、
国
や
地
方
公
共
団
体
は

補
助
金
や
給
付
金
な
ど
の
支
援
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
支
援
金
を
受
け
取
っ
た
場
合
、
令
和
３
年
分

の
確
定
申
告
で
「
所
得
税
や
消
費
税
の
計
算
上
、
ど
の
よ

う
に
取
り
扱
え
ば
い
い
の
か
」
と
の
質
問
が
、
個
人
開
業

医
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
個
人
開
業
医
に

関
す
る
主
な
支
援
金
の
税
務
・
会
計
処
理
に
つ
い
て
、
ご

説
明
い
た
し
ま
す
。

は
、
い
ず
れ
も
所
得
税
は
課

税
で
す
。

１
．
所
得
税
の
税
務
・
会
計
処
理

１
．
所
得
税
の
税
務
・
会
計
処
理

（
１
）

（
１
）  

収
入
の
計
上
時
期

収
入
の
計
上
時
期

（
２
）

（
２
）  

感
染
拡
大
防
止
等
支
援
事
業
補
助
金
の

感
染
拡
大
防
止
等
支
援
事
業
補
助
金
の

　

収
入
計
上
に
つ
い
て

　

収
入
計
上
に
つ
い
て

２
．
消
費
税
の
税
務
・
会
計
処
理

２
．
消
費
税
の
税
務
・
会
計
処
理

資料１　新型コロナウイルス感染症対応各種支援金の課税関係表

資料３「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」

資料２「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」の記載例

第２号様式
 令和　　年　　月　　日
厚生労働大臣　　殿
 事業者名　　　　　　　　　
 代表者氏名　　　　　　　　

令和２年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

　　　年　月　日厚生労働省発医政　　　第　　号により交付決定があった令
和２年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助
金について、当該交付要綱６の（９）の規定に基づき、次のとおり報告する。

１　 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179
号）第15条の規定による確定額又は事業実績報告による精算額

 金　　　　　　　　円

２　 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る
仕入控除税額（要国庫補助金返還相当額）

 金　　　　　　　　円

３　添付書類
　　 記載内容を確認するための書類（確定申告書の写し、課税売上割合等が把
握できる資料、特定収入の割合を確認できる資料）を添付する。

別添①
国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書

平成
令和 氏　名 ●●　●●

国 庫 補 助 金 等 の 名 称 医療機関・薬局等における感染拡大防止等
支援事業による補助金

国 庫 補 助 金 等 を 交 付 し た 者
国　／　地方公共団体　／　その他
（厚生労働省　　　　　　　　　　）

交 付 の 目 的
医療機関・薬局等における感染拡大防止等
のため

交 付 を 受 け た 年 月 日 令和３年　●月　×日

交 付 を 受 け た 国 庫 補 助 金 等 の 額
又は国庫補助金等の交付に代わるべきも
の と し て 交 付 を 受 け た 資 産 の 価 額

国庫補助金等の交付に代わるべきもの
と し て 資 産 の 交 付 を 受 け た 事 由

交 付 を 受 け た 国 庫 補 助 金 等
を も っ て 取 得 ま た は 改 良
を し た 固 定 資 産 に 関 す る 明 細

種類　器具及び備品

細目　消毒殺菌用機器

国 庫 補 助 金 等 の
返 還 を 要 し な い こ と が 確 定 し た 日

令和３年　▲月　◎日

交付を受けた年の12月31日までに国庫補助金等の返還を要しないことが確定しない場合

国 庫 補 助 金 等 の 交 付 の 条 件

国 庫 補 助 金 等 を も っ て 取 得
又は改良等をする固定資産について、
取 得 ま た は 改 良 予 定 年 月 日

年 月 日

取 得 に 要 す る 金 額 の 見 込 額
円

内訳

円

円

円

円

そ の 他　　　　参 考 事 項

３年分

令和３年中に確定通知があった場合

【事例】① 補助金の交付申請及び固定資産の取得が令和２年であり、補助金の交付決定が令和３年である場合
　　　　② 補助金の交付申請、固定資産の取得及び補助金の交付決定が令和３年である場合

補助金交付決定通知書の
日付を記載します。

補助金確定通知書の
金額を記載します。

補助金確定通知書の
日付を記載します。


